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区で取りまとめる道路事業、樹木の伐採等に含まないもの 

 

下記の案件については、緊急案件に該当します。区で取りまとめる要望に含めず、直接

担当部署へお問い合わせください。 

 要望内容 写 真 程 度 担当課 

① 道路の陥没 

 

アスファルト舗装が剥がれ、
陥没している。 

道路河川課 

道路維持グループ 

22-1279 

② ガードレールの破損 ― 
柱が曲がっている 
腐食している 

道路河川課 

道路維持グループ 

22-1279 

③ カーブミラーの破損 ― カーブミラーの割れ、汚れ、
折れ等 

道路河川課 

道路維持グループ 

22-1279 

④ 側溝の蓋の割れ 

 

側溝のひび割れ、欠け、がた
つき等 

道路河川課 

道路維持グループ 

22-1279 

⑤ 樹木の伐採 

 

街路樹の枝が伸びていて、
通行に支障がある 

（市道） 

道路河川課 

道路維持グループ 

22-1279 

（市有地） 

総務課 

財産管理グループ 

22-1422 

（公園） 

緑化公園課 

公園緑地管理グルー

プ 22-1356 

⑥ 倒木 

 

樹木の幹、または枝が折れ
公道に倒れている。 

（市道） 

道路河川課 

道路維持グループ 

22-1279 

（市有地） 

総務課 

財産管理グループ 

22-1422 

（公園） 

緑化公園課 

公園緑地管理グルー

プ 22-1356 
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